大阪府条例第　　　号
大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業
等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正
する条例
[bookmark: _Hlk215832586]（大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）
第一条　大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成二十四年大阪府条例第百四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（従業者の員数）
第六条　（略）
　一　児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）又は保育士（法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）
　　　指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数
　　イ・ロ　（略）
　二　（略）
２―９　（略）
	（従業者の員数）
第六条　（略）
　一　児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）又は保育士（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）　指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

　　イ・ロ　（略）
　二　（略）
２―９　（略）

	
	


（大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）
第二条　大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成二十四年大阪府条例第百五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（従業者の員数）
第五条　（略）
　一・二　（略）
　三　児童指導員及び保育士（法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）　次に掲げる員数
　　イ―ハ　（略）
　四―六　（略）
２―４　（略）
	（従業者の員数）
第五条　（略）
　一・二　（略）
　三　児童指導員及び保育士（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）　次に掲げる員数

　　イ―ハ　（略）
　四―六　（略）
２―４　（略）

	
	


（大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）
第三条　大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例（平成十八年大阪府条例第八十八号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（職員の資格等）
第六条　第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳未満の子どもの保育に直接従事する者は、保育士（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の二十九に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）（以下「旧国家戦略特別区域法」という。）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）の資格を有する者でなければならない。
２―６　（略）

（虐待等の禁止）
第二十二条の二　認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号（幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第二十八条第二項において準用する法第二十七条の二第一項各号）に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。


（職員）
第三十二条　（略）
２　（略）
３　（略）
	（略）


　備考
　　１　この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。）を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項（旧国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。）又は児童福祉法第十八条の二十八第一項の登録（以下備考１において「登録」という。）を受けたものに限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
　　２―４　（略）
４―７　（略）
	（職員の資格等）
第六条　第四条第一項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満三歳未満の子どもの保育に直接従事する者は、保育士（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）（以下「旧国家戦略特別区域法」という。）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）の資格を有する者でなければならない。


２―６　（略）

（虐待等の禁止）
第二十二条の二　認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十三条の十第一項各号（幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第二十八条第二項において準用する法第二十七条の二第一項各号）に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。


（職員）
第三十二条　（略）
２　（略）
３　（略）
	（略）


　備考
　　１　この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。）を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項（旧国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。）の登録（以下備考１において「登録」という。）を受けたものに限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

　　２―４　（略）
４―７　（略）

	
	


（大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）
第四条　大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成二十四年大阪府条例第百三号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（十人以上の乳幼児を入所させる乳児院の職員）
第二十八条　（略）
２　（略）
３　第一項第二号に掲げる看護師は、保育士（法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。附則第八項、附則第十八項及び附則第十九項を除き、以下同じ。）又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。）をもってこれに代えることができる。ただし、十人の乳幼児が入所する乳児院にあっては二人以上、十人を超える乳幼児が入所する乳児院にあっては乳幼児の数がおおむね十人増すごとに一を加えた数以上の看護師を置かなければならない。
４―６　（略）
	（十人以上の乳幼児を入所させる乳児院の職員）
第二十八条　（略）
２　（略）
３　第一項第二号に掲げる看護師は、保育士（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。附則第八項、附則第十八項及び附則第十九項を除き、以下同じ。）又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。）をもってこれに代えることができる。ただし、十人の乳幼児が入所する乳児院にあっては二人以上、十人を超える乳幼児が入所する乳児院にあっては乳幼児の数がおおむね十人増すごとに一を加えた数以上の看護師を置かなければならない。

４―６　（略）

	
	


（大阪府一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）
第五条　大阪府一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和七年大阪府条例第四号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（職員）
第十九条　（略）
　一―三　（略）
　四　保育士（法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）
　五―九　（略）
２―４　（略）
	（職員）
第十九条　（略）
　一―三　（略）
　四　保育士（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）

　五―九　（略）
２―４　（略）

	
	


（大阪府福祉行政事務手数料条例の一部改正）
第六条　大阪府福祉行政事務手数料条例（平成十二年大阪府条例第七号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（納入義務者及び金額）
第二条　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「法」という。）、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）（以下「旧国家戦略特別区域法」という。）、児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号。以下この条において「令」という。）、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和七年政令第三百三十七号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令（平成二十六年政令第九十九号）（以下「旧国家戦略特別区域法施行令」という。）及び児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この条において「規則」という。）に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。
	項
	区　分
	金　額

	一
	法第十八条の八第二項の保育士試験を受けようとする者
	（略）

	二
	法第十八条の十八第三項の保育士登録を受けようとする者
	
（略）

	三
	法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士試験を受けようとする者
	一二、七〇〇

	四
	法第十八条の二十八第二項の地域限定保育士登録を受けようとする者
	四、二〇〇

	五
	旧国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けようとする者
	（略）

	六
	令第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付を受けようとする者
	（略）

	七
	令第十八条第一項の保育士登録証の再交付を受けようとする者
	（略）

	八
	
令第二十条の六において読み替えて準用する令第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付を受けようとする者
	一、六〇〇

	九
	令第二十条の六において読み替えて準用する令第十八条第一項の保育士登録証の再交付を受けようとする者
	一、一〇〇

	十
	旧国家戦略特別区域法施行令第九条において読み替えて準用する令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付を受けようとする者
	（略）

	十一
	旧国家戦略特別区域法施行令第九条において準用する令第十八条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の再交付を受けようとする者
	（略）

	十二
	規則第六条の十一の二の規定による保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者
	（略）

	十三
	規則第六条の五十四において読み替えて準用する規則第六条の十一の二の規定による地域限定保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者
	二、四○○


２　法第十八条の九第一項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者（以下この条において「指定試験機関」という。）が行う保育士試験を受けようとする者又は保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者は、前項の表一の項又は十二の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。
３　法第十八条の三十二第一項の規定により知事が地域限定保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者（以下この条において「指定地域試験機関」という。）が行う地域限定保育士試験を受けようとする者又は地域限定保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者は、第一項の表三の項又は十三の項に定める金額の手数料を当該指定地域試験機関に納付しなければならない。
４　前二項の規定により指定試験機関又は指定地域試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関又は指定地域試験機関の収入とする。
	（納入義務者及び金額）
第二条　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）（以下「旧国家戦略特別区域法」という。）、児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号）、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和七年政令第三百三十七号）附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令（平成二十六年政令第九十九号）（以下「旧国家戦略特別区域法施行令」という。）及び児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。



	項
	区　分
	金　額

	一
	児童福祉法第十八条の八第二項の保育士試験を受けようとする者
	（略）

	二
	児童福祉法第十八条の十八第三項の保育士登録を受けようとする者
	
（略）

	
	　
　

	

	
	　


	

	三
	旧国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限定保育士登録を受けようとする者
	（略）

	四
	児童福祉法施行令第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付を受けようとする者
	（略）

	五
	児童福祉法施行令第十八条第一項の保育士登録証の再交付を受けようとする者
	（略）

	
	　




	

	
	　




	

	六
	旧国家戦略特別区域法施行令第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付を受けようとする者
	（略）

	七
	旧国家戦略特別区域法施行令第九条において準用する児童福祉法施行令第十八条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の再交付を受けようとする者
	（略）

	八
	児童福祉法施行規則第六条の十一の二の規定による保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者
	（略）

	
	





	


２　児童福祉法第十八条の九第一項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者（以下この条において「指定試験機関」という。）が行う保育士試験を受けようとする者又は保育士試験の全部の免除の申請をしようとする者は、前項の表一の項又は八の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。








３　前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

	
	


附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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